
昨年9月以降、4回にわたり労働政策審議会安全衛
生分科会において論議が行われてきた「第14次労働
災害防止計画」（以下、第14次防）が今年3月8日に公
表された。

第14次防は、労使はもとより、都道府県労働局や
労働基準監督署が、本計画のもと地域実態を踏まえ
た計画目標や具体的な取り組みを策定し、各事業場
への指導を実施するなど、労働災害撲滅に向けた取
り組みの基盤となる重要な計画である。

連合は、分科会における第14次防策定に関する議
論にあたって、連合「安全衛生に関する調査」の結果
や、構成組織・地方連合会の安全衛生担当者等からの
課題提起等を踏まえ、働く者の立場からの意見反映
に努めてきた。

また、連合は、労働災害防止計画を踏まえ、「連合労
働安全衛生取り組み指針」を5年ごとに策定しており、
2023年4月からの5年間を実施期間とする「第6次取
り組み指針」に基づく取り組みを4月からスタート
している。

連合の課題認識

＜連合「安全衛生に関する調査」結果＞
連合では、3年に一度、政策立案の基礎資料とする

ため単組を対象に「安全衛生に関する調査」を実施し
ている。直近の調査は2023年1月～4月に実施した第
11回調査であるが、分科会における第14次防策定議
論に際しては、2020年実施の第10回調査を踏まえ意
見提起を行ったことから、ここでは第10回調査の概
要を記載する。

第10回調査では経年比較の観点から一定の調査項
目を継続しつつ、高年齢労働者に関する安全衛生対策、
長時間・過重労働・メンタルヘルス対策、安全衛生教育
等をトピックスとして調査を実施した。紙幅の都合上、
詳細に記載することはできないが、特徴点は次のとおり。
①  業務上疾病は熱中症、腰痛症、精神・神経疾患に集

中。熱中症および腰痛症は産業による偏りが大き
く、業種別では熱中症・腰痛症ともに「商業・流通」
で前回調査よりも10％ポイント以上増加（図表1）。

図表１　過去3年間に発生した業務上疾病（複数選択、N＝3258）
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②  長時間・過重労働については、時間外労働が月100
時間を上回る組合員のいる事業場の割合は前回
調査から10％ポイント以上減少。ただし、依然と
して15％弱の事業場が「いる」と回答。業種別にみ
ると「建設・資材・流通」、「商業・流通」において4割
前後が「いる」と回答（図表2）。

③  メンタルヘルス不調による休業者のいる事業場
の割合は7割弱。「増加」したとする割合は2割を超
える（図表3）。なお、産業による偏りは少ない。

④  60歳以上労働者の労災発生は産業による偏りが
大きく、「商業・流通」で発生割合、増加割合ともに
顕著（図表4）。なお、発生原因の上位にはコミュニ
ケーション不足や劣悪な作業環境、過重労働や休
息不足が上がる。
連合では、全国セーフティネットワーク集会等を

通じて、調査結果を各級機関と共有を図るととともに、
それぞれの実態に即して取り組みを進めることを確
認している。

＜コロナ禍を契機とする働き方への影響＞
コロナ禍は働き方の多様化をはじめ、労働者・就業

者の就労環境にさまざまな変化をもたらした。
テレワークはワーク・ライフ・バランスに資すると

の評価がある一方、業務指示や報告等が時間帯にか
かわらず行われやすく、長時間労働によって生活時間
の確保に支障を生ずるおそれがある。また、労働者が
上司や同僚等とコミュニケーションを取りにくく、労
働者の心身の変調に気付きにくいことも懸念される。
加えて、不適切な執務環境による腰痛症の増加も指
摘されており、過重労働対策や、メンタルヘルス不調

図表２　時間外労働が月１００時間を上回る組合員のいる事業場の割合（N＝3258）

図表３　過去３年間のメンタルヘルス不調による休業者の増減（N＝3258）

図表４　過去3年間に60歳以上労働者の労災発生状況（60歳以上労働者がいる事業場、N＝2936）
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を防止するためのコミュニケーション活性化策など
の実施が不可欠である。なお、連合は、2020年9月に「テ
レワーク導入に向けた労働組合の取り組み方針」を確
認したうえで、各級機関が課題改善に取り組んでいる。

また、コロナ禍は、フリーランスなど曖昧な雇用で働
く者のセーフティネットの脆弱性を明らかにした。時
間外労働の上限規制などの規制強化に伴い、法の潜脱
を目的に個人事業者等が増加しているとの指摘もある。
安全衛生分野においてもこうした曖昧な雇用で働く
者の保護に向けた取り組みの強化が求められている。

第14次防の受け止めと 
連合の取り組み

＜第14次防の受け止め＞
安全衛生分科会において、労働側委員は前述の課

題認識を中心に、意見提起を行ってきた。
具体的には、腰痛症等をはじめとする作業行動・作

業環境対策の推進、過重労働・メンタルヘルス対策の
強化、高年齢労働者や障がい者、外国人労働者に関す
る取り組みの強化、個人事業者に関する取り組みの
推進、小規模事業場における安全衛生対策の強化、適
切な安全衛生費用の確保などである。また、「健康経
営」など経営的メリットを強調しすぎるべきではなく、
事業者の責務である法令遵守が結果として評価され、
企業価値向上につながっていくのが本来の姿である
ことなども発言してきた。これらの発言はおおむね
とりまとめに反映された。

また、第14次防では、エビデンスに基づく指標設
定を徹底することとした。こうした取り組みについ

ては前向きに受け止めているが、今般設定した指標
が適切かどうかを含め今後検証を行い、必要に応じ
て見直していくことが不可欠である。

分科会では、労働側だけでなく、公益側、使用者側
の委員からもさまざまな視点から発言が行われ、建
設的な論議が交わされた。第14次防にはこうした議
論の積み重ねが反映されたものと受け止めている。

なお、第14次防とりまとめ時点において「個人事
業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討
会」「転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討
会」「産業保健のあり方に関する検討会」といった今
後の労働安全衛生対策に大きな影響を与える検討会
が開催されていたが、それぞれ論議の途上にあるこ
とから第14次防への反映は限定的となった。今後、
検討会のとりまとめを踏まえ対策を推進していくべ
きことはいうまでもない。

＜連合「第6次取り組み指針」＞
前述のとおり、連合は、5年に一度、「連合労働安全

衛生取り組み指針」（以下、「取り組み指針」）を策定し
ている。この4月には第6次となる取り組み指針に基
づく安全衛生対策活動がスタートした。

労働安全衛生対策の具体は産業や事業場によって
異なることから、取り組み指針は連合本部、構成組織・
地方連合会、加盟組合で取り組むべき課題のうち、共
通性が高く組織全体で取り組むことが重要なものを
中心に策定している。

取り組み指針には、各級機関が果たすべき役割（図
表5参照）とともに、事業者に対して求めていく具体
的内容を記載している（図表6参照）。今次指針では、

図表５　連合労働安全衛生取り組み指針（2023年度～ 2027年度）１

14 2023.10391



先に述べた課題認識を踏まえ、テレワーク時を含む
腰痛症など作業行動・作業環境に起因する労働災害
の防止、長時間・過重労働やメンタルヘルス不調防止
に向けたテレワーク、副業・兼業、裁量労働、自動車運
転者等に関する対策、ハラスメント対策の強化、小規
模事業場における産業保健サービスの強化、高年齢
労働者対策や化学物質対策の強化などについて補強
した。

また、個人事業者等に関する対策を新設した。ここ
には、危険有害作業を行う個人事業者等における保
護具使用など労働者と同等の保護措置を徹底するこ
と、労災保険特別加入制度の対象業種である場合は
労災保険への特別加入を促進すること、安全かつ健
康的に働くことができる納期等の設定と安全衛生対
策に必要な費用を踏まえた請負契約を締結すること
などを記載し、同じ職場で働く個人事業者等の安全
衛生確保に向けて労働組合が積極的に取り組んでい
くこととした。

今後、連合は、第6次取り組み指針を安全衛生対策
活動の基礎に置き、全国セーフティネットワーク集
会の開催などを通じて安全意識の醸成や取り組み水
準のさらなる向上に努めるとともに、労働現場の実
態を踏まえつつ審議会等を通じた政策提起を行うな
ど、労働災害の撲滅に向けた取り組みを推進してい
くこととしている。

結びに代えて

労働災害をあらゆる職場から撲滅することは、労
働安全衛生に携わるすべての者の共通の目的といえ
る。そのためには、政府、事業者、労働組合の三者が有
機的な連携を図りつつ、それぞれの役割と責任を果
たしていくことが極めて重要である。

事業者には、労働者の安全と健康を確保する本来
的な責務が課せられており、安全衛生関係法令の最
低基準を遵守するのみならず、自主的な安全衛生対
策活動を積極的に展開し、職場内のリスクを最大限
低減することが求められる。

一方で事業場における安全衛生をより確実にする
ためには、作業に従事する労働者自身の自覚と協力
も不可欠である。事業者にのみ対策を求めるのでは
なく、同じ職場に働く仲間の健康と安全を守るには
どうすべきか、私たち労働者が真剣に考え、行動して
いくことが何より重要である。

労働組合は、個人事業者等を含む働く仲間が安全
で健康に働き続けられるよう、すべての関係者との
連携のもと、事業場の安全衛生水準の向上、および地
域社会全体における安全文化の向上という使命を果
たしていく。

図表６　連合労働安全衛生取り組み指針（2023年度～ 2027年度）２
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